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瑞穂町行政連絡非常勤特別職設置条例 新旧対照表 

新 旧 

（目的） 

第1条 この条例は、瑞穂町の行政事務の円滑

な運営を図るため、別表の町内会・自治会

ごとに非常勤特別職の職員（以下「非常勤

職員」という。）を置くことを目的とする。 

（目的） 

第1条 この条例は、瑞穂町の行政事務の円滑

な運営を図るため、別表の町内会    

ごとに非常勤特別職の職員（以下「非常勤

職員」という。）を置くことを目的とする。 

(非常勤職員の職名及び職務) (非常勤職員の職名及び職務) 

第2条 非常勤職員の職名は行政連絡委員と

し、職務は次に掲げるとおりとする。 

第2条 非常勤職員の職名及び職務は、次の各

号のとおりとする。 

(1)行政事務の連絡調整に関すること。 (1)行政連絡委員 

(2)各種調査に関すること。 ア 行政事務の連絡調整に関すること。 

(3)前2号に掲げるもののほか、町長が必要

と認めた事項に関すること。 

イ 各種調査に関すること。 

ウ その他町長が必要と認めた事項に関

すること。 

 (2)農業対策委員 

 ア 農業関係の調査に関すること。 

 イ その他町長が必要と認めた事項に関

すること。 

2 行政連絡委員に副委員を置くことができ

る。 

2 前項各号の委員に副委員を置くことがで

きる。 

(非常勤職員の委嘱) (非常勤職員の委嘱) 

第3条 非常勤職員は、各町内会・自治会から

推薦を受け、町長が委嘱する。 

第3条 前条第1項第1号の非常勤職員につい

ては各町内会から、同項第2号の非常勤職員

については西多摩農業協同組合からそれぞ

れ推せんを受け、町長が委嘱する。 

(非常勤職員の任期) (非常勤職員の任期) 

第4条 非常勤職員の任期は、2年とする。た

だし、やむを得ない事情があるときは、こ

の限りでない。 

第4条 第2条第1項第1号の非常勤職員の任期

は2年とし、同項第2号の非常勤職員につい

ては、3年とする。ただし、やむを得ない事

情があるときは、この限りでない。 

第5条 略 第5条 略 

(非常勤職員の報酬及びその支給方法)  

第6条 非常勤職員の報酬及びその支給方法  
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については、瑞穂町非常勤特別職の職員の

報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年

条例第10号)の定めるところによる。 

第7条 略 第6条 略 

  

別表 略 別表 略 

  

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

(瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正) 

2 略 

 

 

  

 


